
平
成
十
一
年
公
安
審
査
委
員
会
規
則
第
一
号

無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
規
制
措
置
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則

無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
無

差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
規
制
措
置
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
「
法
」
と
は
、
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
を
い
う
。

二
　
「
委
員
会
」
と
は
、
公
安
審
査
委
員
会
を
い
う
。

三
　
「
委
員
長
」
及
び
「
委
員
」
と
は
、
公
安
審
査
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
を
い
う
。

四
　
「
職
員
」
と
は
、
公
安
審
査
委
員
会
の
委
員
補
佐
及
び
事
務
局
に
お
か
れ
る
職
員
を
い
う
。

五
　
「
被
請
求
団
体
」
と
は
、
公
安
調
査
庁
長
官
か
ら
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
法
第
八
条
の
処
分
の
請
求
を
さ
れ
た
団
体
を
い
う
。

六
　
「
被
処
分
団
体
」
と
は
、
公
安
審
査
委
員
会
か
ら
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
法
第
八
条
の
処
分
を
受
け
た
団
体
を
い
う
。

（
処
分
請
求
書
等
の
記
載
事
項
）

第
二
条
　
処
分
請
求
書
又
は
更
新
請
求
書
に
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
請
求
団
体
の
名
称

二
　
被
請
求
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
　
被
請
求
団
体
の
代
表
者
又
は
主
幹
者
の
氏
名
、
年
齢
、
職
業
及
び
住
所
又
は
居
所

２
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
団
体
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
公
安
調
査
庁
長
官
は
、
処
分
請
求
書
又
は
更
新
請
求
書
に
、
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
法
第
八
条
の
処
分
に
関
す
る
意
見
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
警
察
庁
長
官
の
意
見
）

第
三
条
　
法
第
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
庁
長
官
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要
旨
を
処
分
請
求
書
又
は
更
新
請
求
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
意
見
が
書
面
で
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
処
分
請
求
書
又
は
更
新
請
求
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
拠
書
類
等
の
目
録
等
）

第
四
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
又
は
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
請
求
の
原
因
と
な
る
事
実
を
証
す
べ
き
証
拠
書
類
等
又
は
更
新
の
理
由
と
な
る
事
実
を
証
す
べ
き
証
拠
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
目
録
を
作
成
し
、
か
つ
、
証
明

す
べ
き
事
実
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
を
こ
れ
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
請
求
団
体
の
所
有
又
は
管
理
す
る
土
地
又
は
建
物
に
係
る
資
料
の
提
出
等
）

第
五
条
　
公
安
調
査
庁
長
官
は
、
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
処
分
を
請
求
す
る
と
き
は
、
被
請
求
団
体
が
所
有
し
又
は
管
理
す
る
土
地
又
は
建
物
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
資
料
を
、
法
第
十
三
条
の
書
面
と
と
も

に
、
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
公
安
調
査
庁
長
官
は
、
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
処
分
を
請
求
し
た
後
、
被
請
求
団
体
が
所
有
し
又
は
管
理
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
土
地
又
は
建
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
資
料
を
、
法
第
十
三
条

の
書
面
と
と
も
に
、
速
や
か
に
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
公
安
調
査
庁
長
官
は
、
法
第
十
三
条
の
書
面
に
記
載
さ
れ
た
土
地
又
は
建
物
が
被
請
求
団
体
の
所
有
し
又
は
管
理
す
る
も
の
で
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
格
の
証
明
）

第
六
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
の
期
日
に
出
頭
す
る
役
職
員
及
び
構
成
員
は
、
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
資
格
を
書
面
に
よ
り
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
の
期
日
に
出
頭
す
る
代
理
人
は
、
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
資
格
を
被
請
求
団
体
の
代
表
者
又
は
主
幹
者
と
の
連
署
に
よ
る
書
面
に
よ
り
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
代
理
人
が
そ
の
資
格
を
失
っ
た
と
き
は
、
当
該
代
理
人
を
選
任
し
た
団
体
は
、
書
面
で
そ
の
旨
を
委
員
会
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
の
期
日
へ
の
出
頭
に
代
え
て
陳
述
書
及
び
証
拠
書
類
等
を
提
出
す
る
役
職
員
、
構
成
員
及
び
代
理
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
陳
述
書
等
）

第
七
条
　
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
十
六
条
の
意
見
聴
取
の
期
日
に
先
立
ち
、
被
請
求
団
体
に
対
し
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
の
期
日
に
出
頭
す
る
者
が
当
該
処
分
を
行
う
こ
と
に
つ

い
て
意
見
を
陳
述
し
た
書
面
及
び
公
安
調
査
庁
の
職
員
に
対
し
質
問
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
書
面
作
成
者
の
氏
名

二
　
被
請
求
団
体
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
又
は
主
幹
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

三
　
陳
述
又
は
質
問
の
趣
旨
及
び
理
由

四
　
書
面
提
出
の
年
月
日

（
意
見
聴
取
の
会
場
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
措
置
）

第
八
条
　
指
名
委
員
等
は
、
意
見
聴
取
の
会
場
に
お
け
る
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
員
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
せ
る
も
の
と
す
る
。

1



一
　
意
見
聴
取
の
会
場
に
お
け
る
傍
聴
席
の
数
に
相
応
す
る
数
の
傍
聴
券
を
発
行
し
、
そ
の
所
持
者
以
外
の
者
の
入
場
を
禁
ず
る
こ
と
。

二
　
傍
聴
人
の
被
服
若
し
く
は
所
持
品
を
検
査
し
、
又
は
危
険
物
、
拡
声
器
そ
の
他
意
見
聴
取
の
会
場
に
持
ち
込
む
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
物
の
持
込
み
を
禁
ず
る
こ
と
、
そ
の
他
傍
聴
人
の
意
見
聴
取
の
会
場
へ
の
入
場
又

は
退
場
に
際
し
、
傍
聴
人
に
対
し
て
意
見
聴
取
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。

三
　
前
号
の
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
号
の
禁
止
に
従
わ
な
い
者
又
は
同
号
の
指
示
に
従
わ
ず
、
若
し
く
は
意
見
聴
取
に
お
け
る
指
名
委
員
等
の
職
務
執
行
を
妨
げ
、
そ
の
他
不
当
な
行
状
を
す
る
と

疑
う
に
足
り
る
顕
著
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
者
の
入
場
を
禁
ず
る
こ
と
。

２
　
指
名
委
員
等
は
、
意
見
聴
取
の
会
場
に
お
け
る
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
傍
聴
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
遵
守
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
静
粛
に
議
事
を
聴
く
こ
と
。

二
　
指
名
委
員
等
の
意
見
聴
取
の
指
揮
を
妨
害
す
る
こ
と
、
意
見
聴
取
に
お
い
て
発
言
す
る
者
の
発
言
を
妨
害
す
る
こ
と
等
に
よ
り
意
見
聴
取
の
進
行
を
妨
げ
な
い
こ
と
。

三
　
不
当
な
行
状
を
し
な
い
こ
と
。

四
　
み
だ
り
に
自
席
を
離
れ
な
い
こ
と
。

五
　
指
名
委
員
等
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

（
準
用
規
定
）

第
九
条
　
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
意
見
聴
取
手
続
の
非
公
開
に
関
す
る
措
置
）

第
十
条
　
指
名
委
員
等
は
、
法
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
を
公
開
し
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
、
傍
聴
人
に
そ
の
旨
を
理
由
と
と
も
に
告
げ
て
退
場
を
命
じ
、
公
開
し
な
い
こ
と
と
す
る
事
由
が
な
く
な
り
再
び

公
開
す
べ
き
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
告
げ
て
傍
聴
人
を
入
場
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
写
真
撮
影
等
の
制
限
）

第
十
一
条
　
意
見
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
写
真
の
撮
影
、
録
音
又
は
放
送
は
、
指
名
委
員
等
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
質
問
等
）

第
十
二
条
　
指
名
委
員
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
た
者
及
び
公
安
調
査
庁
の
職
員
に
対
し
、
質
問
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
指
名
委
員
等
は
、
議
事
の
整
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
陳
述
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
提
出
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
証
拠
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
目
録
を
作
成
し
、
か
つ
、
証
明
す
べ
き
事
実
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
を
こ
れ
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
速
記
者
等
）

第
十
四
条
　
指
名
委
員
等
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
に
お
い
て
、
速
記
者
そ
の
他
の
補
助
者
又
は
録
音
機
そ
の
他
の
器
具
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
聴
取
の
終
結
）

第
十
五
条
　
指
名
委
員
等
は
、
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
を
す
る
に
熟
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見
聴
取
を
終
結
す
る
。

（
意
見
聴
取
期
日
調
書
）

第
十
六
条
　
指
名
委
員
等
は
、
意
見
聴
取
の
終
結
後
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
意
見
聴
取
期
日
調
書
を
速
や
か
に
作
成
し
、
こ
れ
に
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
請
求
団
体
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
又
は
主
幹
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

二
　
意
見
聴
取
の
期
日
及
び
場
所

三
　
指
名
委
員
等
の
職
名
及
び
氏
名

四
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
た
者
の
資
格
並
び
に
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

五
　
意
見
聴
取
の
期
日
に
出
席
し
た
公
安
調
査
庁
の
職
員
の
職
名
及
び
氏
名

六
　
意
見
聴
取
の
経
過

七
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
た
者
の
意
見
の
陳
述
の
要
旨
及
び
提
出
し
た
証
拠
書
類
等
の
標
目

八
　
意
見
聴
取
の
期
日
に
出
席
し
た
公
安
調
査
庁
の
職
員
の
発
言
の
要
旨

九
　
意
見
聴
取
を
公
開
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

十
　
そ
の
他
重
要
な
事
項

２
　
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
意
見
聴
取
期
日
調
書
に
は
、
書
面
、
図
画
、
写
真
そ
の
他
指
名
委
員
等
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
添
付
し
て
調
書
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
書
類
の
作
成
）

第
十
七
条
　
委
員
会
の
審
査
手
続
に
関
す
る
書
類
は
、
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
委
員
会
の
事
務
局
に
お
か
れ
る
職
員
が
作
成
し
、
委
員
長
及
び
作
成
者
が
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
定
書
）

第
十
八
条
　
決
定
書
は
、
委
員
長
及
び
決
定
に
関
与
し
た
委
員
が
作
成
す
る
。

２
　
決
定
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
委
員
長
及
び
決
定
に
関
与
し
た
委
員
が
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
主
文

二
　
理
由

三
　
被
請
求
団
体
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
又
は
主
幹
者
の
氏
名
、
年
齢
、
職
業
及
び
住
所
又
は
居
所

四
　
委
員
会
の
表
示

五
　
年
月
日

３
　
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
法
第
五
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
主
文
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
決
定
書
に
委
員
長
が
署
名
押
印
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
決
定
に
関
与
し
た
委
員
の
一
人
が
そ
の
事
由
を
付
記
し
て
署
名
押
印
し
、
委
員
が
署
名
押
印
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
委
員
長
が
そ
の
事
由
を
付
記
し
て

署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
の
取
消
し
）

第
十
九
条
　
委
員
会
は
、
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
法
第
八
条
の
処
分
を
取
り
消
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
安
調
査
庁
長
官
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

２
　
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
処
分
の
取
消
し
の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
被
請
求
団
体
」
と
あ
る
の
は
、
「
被
処
分
団
体
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
標
章
の
様
式
）

第
二
十
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
で
定
め
る
標
章
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
標
章
の
掲
示
等
）

第
二
十
一
条
　
委
員
会
は
、
職
員
に
法
第
十
一
条
第
一
項
で
定
め
る
標
章
を
掲
示
さ
せ
又
は
取
り
除
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
標
章
を
掲
示
し
又
は
取
り
除
く
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
証
票
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
三
〇
日
公
安
審
査
委
員
会
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
０
条
関
係
）
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別
記
様
式
第
２
号
（
第
２
１
条
第
３
項
関
係
）

別記様式第２号（第21条第３項関係）

（表）

90

第 号

身 分 証 明 書

写 真

官職

氏名 60

（ 年 月 日生）

上記の者は，無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第

11条第１項又は第２項の規定による標章の掲示又は取除きを実施する職

員であることを証明する。

年 月 日

公安審査委員会 印

（裏）

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（抜粋）

第11条 公安審査委員会は，第８条第２項第２号の規定により当該団体

が所有し又は管理する特定の土地又は建物の全部又は一部の使用を禁

止する処分をしたときは，当該土地の所在する場所又は当該建物の出

入口の見やすい場所に，当該団体が当該土地又は建物について同号の

処分を受けている旨を告知する公安審査委員会規則で定める標章を掲

示するものとする。

２ 公安審査委員会は，前項の規定により標章を掲示した場合において，

第８条第１項の規定に基づいて定められた期限が経過したとき又は前

条の規定により当該処分を取り消したときは，当該標章を取り除かな

ければならない。

３ 略

備考 １ 表面冗談に発行番号を記載すること。

２ 脱帽正面上半身の写真を貼付し契印する。

３ 図示の長さの単位は，ミリメートルとする。
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